
BCP 認定の令和７年度申請分から変更点 

 

１ 関東地方整備局の災害時事業継続計画の認定を

受けている場合、認定証等を提出することで、本市の

（拡充編）としての認定を受けているものとして評価

することとしました。 

 

２ 作成例では、各項目の枠外に「本表作成日」、「確

認・修正日」などと記載されていますが、原則として

「作成・更新日」と記載するように統一しました。 
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